
          

国
民
年
金
へ
の
加
入
と
届
け
出 

 

20
歳
の
誕
生
日
が
近
づ
く
と
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
「
資
格
取
得
届
」
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
、

年
金
事
務
所
ま
た
は
市
区
町
村
の
担
当

窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、

年
金
手
帳
が
届
き
ま
す
。 

20
歳
に
な
っ
た
時
点
で
厚
生
年
金

保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
資
格
取

得
届
の
提
出
は
不
要
で
す
。 

  

○
こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を 

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
加
入
中
に

被
保
険
者
の
種
別
が
変
更
と
な
る
場
合

は
、
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
必

要
な
書
類
な
ど
を
確
認
の
上
、
必
ず
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。 

 

  

                            

                             

 

○
第
３
号
被
保
険
者
の
届
け
出 

 

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

 

第
３
号
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
届

け
出
を
忘
れ
て
未
納
期
間
の
あ
る
人
が

い
ま
す
。
年
金
事
務
所
に
申
し
出
る
こ

と
で
、
過
去
の
届
け
出
忘
れ
期
間
を
承

認
し
て
も
ら
え
ま
す
の
で
、
ご
自
身
の

年
金
加
入
記
録
が
心
配
な
場
合
は
、
旭

川
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

 

○
ね
ん
き
ん
定
期
便
で
点
検
を 

 

国
民
年
金
と
厚
生
年
金
保
険
に
加
入

し
て
い
る
み
な
さ
ん
に
、
毎
年
誕
生
月

に
ね
ん
き
ん
定
期
便
を
送
付
し
、
年
金

加
入
記
録
の
定
期
的
な
確
認
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
定
期
便
が
届
い
た
ら
、

必
ず
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

年
金
加
入
記
録
に
間
違
い
や
不
明
な

点
が
あ
る
場
合
は
、
定
期
便
に
同
封
さ

れ
て
い
る
問
い
合
わ
せ
電
話
番
号
へ
か

け
る
か
旭
川
年
金
事
務
所
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３
） 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

（
電
話
０
１
６
６
―
72
―
５
０
０
２
） 

■自営業・学生など（第１号被保険者） 

こんなとき 
変更後の被保険者の

種別 
届け出先 

会社員・公務員になった 第２号被保険者 役場 

会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった 第３号被保険者 配偶者の勤務先 

   
■会社員・公務員（第２号被保険者） 

こんなとき 
変更後の被保険者の

種別 
届け出先 

退職した 第１号被保険者 役場 

退職し、すぐに再就職した 第２号被保険者 新しい勤務先 

会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった 第３号被保険者 配偶者の勤務先 

   
■会社員・公務員に扶養されている配偶者（第３号被保険者） 

こんなとき 
変更後の被保険者の

種別 
届け出先 

年収が１３０万円以上になった 第１号被保険者 役場 

配偶者が退職して自営業など（第１号被保険者）になった 第１号被保険者 役場 

会社員・公務員になった 第２号被保険者 勤務先 

 



                              

                              

                              

                              


